
１ 指定福祉用具貸与サービスを提供する事業者について

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

 福祉用具貸与事業所が実施する福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与（以
下「福祉用具貸与」という。）事業（以下「本事業」という。）は、要介護状
態及び要支援状態（以下「要介護状態等」という。）となった場合において
も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置か
れている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行
い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その
機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目
的とする。

運営の方針

(1) 福祉用具貸与は、利用者が要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止又は要
介護状態となることの予防並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよ
う適切に行うこと。
(2) 常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与すること。
(3) 提供する福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図ること。

事業所所在地 山梨県南巨摩郡身延町波木井1507-1
電話番号 ０５５６-６２-３５４５ FAX ０５５６-６２-６５３１

重 要 事 項 説 明 書 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定福祉用具貸与サービスについて、契
約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりに
くいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「山梨県指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、指定福祉用具貸与
サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

法 人 名 称 株式会社 さい

法人設立年月日 平成23年9月1日

事 業 所 名 称 福祉用具貸与事業所 さい
介護保険事業所番号 １９７０７０１１６３

代表者職・氏名 代表取締役 溝口 均
本社所在地 山梨県南巨摩郡身延町切石４２１－１
法人連絡先 ０５５６－４２－６０５５

通常の事業実施地域
南巨摩郡、中巨摩郡、西八代郡、南アルプス市、中央市、

甲斐市、甲府市、韮崎市、笛吹市、甲州市、山梨市



(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

(４)事業所の職員体制

名

事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。
常勤: 1 名

非常勤: 0 名

福祉用具専
門相談員

1 福祉用具貸与計画を作成し、利用者又はその家族に対して説明
を行い、利用者の同意を得たうえで、福祉用具貸与計画を交付し
ます。指定特定福祉用具販売の利用があるときは、特定福祉用具
販売計画と一体のものとして作成します。
2 当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変
更を行います。
3 福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知
識に基づき相談に応じます。
4 目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に
関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ま
す。
5 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を
行います。
6 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うととも
に、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応
等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、
必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用していただきな
がら使用方法の指導を行います。
7 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況
を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行います。
8 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が新規に必要な理由が記
載されるとともに、居宅介護支援専門員により、必要に応じて随
時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合はその理由が
居宅サービス計画に記載されるように、福祉用具の適切な選定の
ための助言、情報提供を行うなど必要な措置を講じます。

常勤: 3 名

非常勤: 0 名

職 職務内容 人員数

管理者

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行
います。

1

営業日 月～金曜日（年末年始及び国民の休日は除く。）

営業時間 ８時３０分から１７時３０分

管理者氏名 山下 巧



４ レンタル料金について

  但し、ご居住の自治体により、日割での計算となる場合もございます。

（２）介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利
用者の自己負担となりますのでご相談ください。

（３）要介護・要支援認定前にサービス契約を締結する場合は、決定した要介護・要支援認定に
伴い、サービスを見直す場合があります。また、自立と認定された場合や、軽度の認定がされた
場合には全額もしくは一部が利用者様の全額自己負担となる場合があります。

（４）介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われな
い場合があります。その場合、お客様は1ヶ月につき料金表の利用料金全額お支払いください。利
用料のお支払いと引き換えに領収書を発行します。

 ①レンタル開始月の請求

  15日以前よりご利用を開始される場合は、1ヶ月分の料金を負担頂きます。

  16日以降よりご利用を開始される場合は、1ヶ月分の半額の料金を負担頂きます。
  但し、ご居住の自治体により、日割での計算となる場合もございます。

 ②レンタル終了月の請求

  15日以前にご利用を終了される場合は、1ヶ月分の半分の料金を負担頂きます。

  16日以降にご利用を終了される場合は、1ヶ月分の料金を負担頂きます。

３ サービスの内容

（１）お客様に適切な機器、サービスの選定のお手伝いをいたします。

（２）貸与しました福祉用具につきましては、定期的に機能、安全性、衛生状態等に関して点検
を行います。
（３）お客様のご要望があれば、適宜、貸与した福祉用具の使用状況の確認を行い、必要があれ
ば使用方法の指導、修理等を行います。

  

（１）介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料の各利用者の負担割合に応じた
負担額となります。お客様の負担額については、負担割合証をご参考ください。



５ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）

その他の費用の請求及び支払い方法について

※  利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当
な理由がないにもかかわらず、支払い期日から３か月以上遅延し、さらに支払いの督促から３０
日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいた
だくことがあります。

（６）サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用はお客様負担となります。

（７）請求書をサービスご利用翌月の中旬頃に送付いたします。その際に、領収額がある場合に
は領収書を同封いたします。なお、領収書の再発行はいたしませんのでご了承ください。

① ご利用料金その他の費
用の請求方法等

利用料およびその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求
いたします。
上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月中旬頃にご利用
者様にお渡しまたは送付いたします。

② お支払い方法等

 サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録のご利用者様控えと
内容を照合のうえ、請求月の２０日までに、下記のいずれかの方法に
よりお支払い下さい。
 (ア) 事業者指定口座への振り込み
 (イ) 利用者指定口座からの自動振替
 (ウ) 現金支払い
 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書を
お渡しいたしますので、必ず保管されますようお願いします。

  但し、以下の場合は実費をお支払い頂く事もございます。

  一 事業実施地域外での作業の場合

  二 介護保険適用外の商品をレンタルされる場合

  三 転居等により商品の移動が必要になる場合

  四 商品の搬入出に際して特別な作業が必要になる場合

  五 その他、当社が必要と判断した場合

（５）交通費・搬入出費は上記に示す事業実施地域内の場合は、レンタル料金に含まれます。



② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など）

⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除く）
⑦ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

（5）福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的知識に基づき
相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等
に関する情報を提供します。また、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具の情報を提
供します。

（6）福祉用具貸与計画は、利用者に交付します。

（7）福祉用具貸与計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行い
ます。

７ 福祉用具専門相談員の禁止行為

福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

① 医療行為

６ サービスの提供に当たって

（1）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有
無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速
やかに当事業者にお知らせください。
（2）  利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われる
よう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必
要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間
が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
（3） 福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行な
いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
（4）指定福祉用具貸与の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催する。サービス担当者会議等を通
じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況
等の把握に努めるものとします。



(１)

(２) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
(３) 成年後見制度の利用を支援します。
(４) 苦情解決体制を整備しています。
(５) 従業者に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。

（研修及び訓練 毎年１回以上実施）
(６) 介護相談員を受入れます。
(７)

９ 秘密の保持と個人情報の保護について

個人情報の
保護につい
て

 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお
いて、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様の家族の個人情報に
ついても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者様の家
族の個人情報を用いません。
 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも
のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、
また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
 事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示す
ることとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞な
く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示
に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。)

８ 虐待の防止について
事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を
講じます。

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

虐待防止に関する責任者 山下 巧

利用者及び
その家族に
関する秘密
の保持につ
いて

 事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び
厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供を
する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま
せん。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後において
も継続します。
 事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はその家族の秘密を保持させ
るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持
するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

事業所における人権の擁護・虐待の防止等のための対策を検討する委員会をおおむね６カ月
に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。



１０ 緊急時の対応について

１１ 事故発生時の対応方法について

１４ 居宅介護支援事業者等との連携

１５ サービス提供の記録

１３ 心身の状況の把握
福祉用具貸与の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用
者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に
努めるものとします。

①  福祉用具貸与の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と
密接な連携に努めます。
②  サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面ま
たはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

①  福祉用具貸与の実施ごとに、その貸与の開始日及び終了日、種目及び品名、利用料、福祉用具の使用状
況（修理、点検結果等を含みます。）等についての記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日か
ら５年間保存します。
②  利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することが
できます。

１２ 身分証携行義務

福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求め
られた時は、いつでも身分証を提示します。

対応方法:サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医
師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 ご利用者様に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様の
家族、ご利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
 また、ご利用者様に対する福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害
賠償を速やかに行います。



１６ 衛生管理等

１７ ハラスメント対策

(1)

(2)

(3)

ものとする。

③ 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

①  従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

②  事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。
③  なお、上記の福祉用具の保管又は消毒に係る業務は、（株）プライムケア中部に委託して行います。ま
た、当該委託先事業者の業務の実施状況について定期的（概ね６カ月ごと）に確認し、その結果等を記録
します。

⑤ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求める
とともに、常に密接な連携に努めます。

男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラ
スメント対策のため、次の措置を講ずるものとする。
従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発

従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備

その他ハラスメント防止のために必要な措置

山下 巧衛生管理及び感染症の予防及びまん延防止に関する責任者

１８ 業務継続計画の策定等

① 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の

提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

② 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

④ 当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。

（１）感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施
  （研修及び訓練 毎年１回以上実施）
（２）その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置
  （委員会 概ね６カ月に１回以上開催、指針整備等）



苦情申立の窓口

受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 南部町（福祉保健課）
所在地 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地

TEL 0556-66-2111 （代表） FAX 0556-66-2190

受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 身延町（福祉保健課）
所在地 山梨県南巨摩郡身延町切石３５０ 

イ  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

事業者 福祉用具貸与事業所さい

TEL 0556-42-2111 （代表） FAX 0556-42-2127
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

TEL 0556-45-2511 （代表） FAX 0556-20-5000
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 富士川町（福祉保健課）
所在地 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134

TEL

所在地 山梨県南巨摩郡身延町波木井1507-1
TEL 0556-62-3545 FAX 0556-62-6531

１９ サービス提供に関する相談、苦情について
(1)   苦情処理の体制及び手順
ア  提供した福祉用具貸与に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置し
ます。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 早川町（福祉保健課）
所在地 山梨県南巨摩郡早川町高住758

0556-22-1111 （代表） FAX 0556-22-3177
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 市川三郷町（福祉支援課）
所在地 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3

TEL 055-272-1101 （代表） FAX 055-272-2525

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 南アルプス市（介護福祉課）
所在地 山梨県南アルプス市小笠原 376

TEL 055-282-1111 （代表） FAX 055-282-1112
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 中央市(保健福祉部門)
所在地 山梨県中央市成島2266番地

TEL 055-274-1119(代表) FAX 055-274-1125
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）



＜ 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 ＞

第三者による評価の実施状況
実施日 な し

評価機関名称 な し
結果の開示 な し

受付時間 毎週水曜日 午前９時～午後４時

利用者アンケート調査、意見箱等利用
者の意見等を把握する取組の状況

実施日 な し
結果の開示 な し

山 梨 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会
所在地 山梨県甲府市蓬沢一丁目15番35号山梨県自治会館4階

TEL ０５５－２２３－９２０１ FAX ０５５－２２３－１２０４

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 甲斐市（⾧寿推進課）
所在地 山梨県甲斐市篠原2610番地

TEL 055-276-2111 （代表） FAX 055-276-7215
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 笛吹市（介護保険課）
所在地

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 甲府市（介護保険課）
所在地 甲府市丸の内一丁目18番1号（本庁舎2階）

TEL 055-237-5473 FAX
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 韮崎市（⾧寿介護課）
所在地 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号

TEL 0551-22-1111(代表） FAX 0551-22-8479 
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

山梨県笛吹市石和町市部777
TEL 055-262-4111 （代表） FAX 055-262-4115
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

055-275-2111(代表) FAX 055-275-4817

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 山梨市（介護保険課）
所在地 山梨県山梨市小原西843

TEL 0553-22-1111（代表） FAX 0553-23-2800

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 甲州市（介護支援課）
所在地 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1(本庁舎) 

TEL 0553-32-2111 （代表） FAX 0553-32-1818
受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

受付時間 8時30分から17時15分（土日祝および12/30～1/3を除く）

保険者（市町村等の介護保険担当部局） 昭和町（いきいき健康課）
所在地 山梨県中巨摩郡昭和町押越616(総合会館内)

TEL



２０ 重要事項の説明年月日

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意します。

また９に記載している個人情報の使用についても、同意します。

署名代行者
（又は法定代理人）

本人との続柄

氏 名

氏 名

事業所名

説明者氏名

福祉用具貸与事業所 さい

利 用 者

この重要事項説明書の説明年月日   令和   年   月    日

上記内容について、「山梨県指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、ご利用者様に説明を行いまし
た。

事
業
者

法人所在地 山梨県南巨摩郡身延町切石４２１－１

法人名 株式会社 さい

代表者名 代表取締役 溝口 均


